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公

告

建
設
業
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
０
０
号
）
第

２
９
条
第
１
項
第
５
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
第

３
条
第
１
項
の
許
可
を
受
け
た
建
設
業
者
の
建
設
業

の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
２
９
条
の
５

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
２
０
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９
月
２
４
日
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県
知
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西
川
一
誠
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処
分
の
原
因
と

な
っ
た
事
実

株
式
会
社
Ｋ
Ｉ
Ｔ
Ａ
Ｎ
Ｏ
は
、
平
成
１
７
年
１

２
月
５
日
、
専
任
技
術
者
証
明
書
に
、
実
際
に
は

株
式
会
社
Ｈ
Ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｋ
Ｅ
Ｎ
（
平
成
２
０
年
７
月

８
日
に
株
式
会
社
Ｋ
Ｉ
Ｔ
Ａ
Ｎ
Ｏ
に
商
号
変
更
す

る
前
の
商
号
）
に
常
時
雇
用
さ
れ
て
い
な
い
者
を

専
任
技
術
者
と
し
て
虚
偽
の
記
載
を
し
、
特
定
建

設
業
の
許
可
申
請
書
に
添
付
し
て
提
出
し
、
平
成

１
８
年
１
月
１
３
日
、
福
井
県
知
事
か
ら
、
不
正

の
手
段
に
よ
り
特
定
建
設
業
の
許
可
を
受
け
た
。

処
分
の
内
容

建
設
業
許
可
の
取
消
し

処
分
を
受
け
た
者

の
許
可
番
号

福
井
県
知
事
許
可

（
般
－
１７
）

第
３２０４

号

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
ま
た
は
名
称
、
主
た
る
営

業
所
の
所
在
地
お
よ
び
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
Ｋ
Ｉ
Ｔ
Ａ
Ｎ
Ｏ

福
井
県
福
井
市
引
目
町
第
１
１
号
１
０
１
番
地
の
１

代
表
取
締
役
喜
多
野
芳
枝

処
分
を
し
た

年
月
日

平
成
２０
年
９
月
２４
日

平
成
二
十
年
九
月
二
十
四
日
印

刷

発
行
人

〒
九
一
〇
―
八
五
八
〇

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
一
七
番
一
号

福

井

県

平
成
二
十
年
九
月
二
十
四
日
発

行

印
刷
人

〒
九
一
九
―
〇
四
八
二

福
井
県
坂
井
市
春
江
町
中
庄
六
一
―
三
二

㈱
エ
ク
シ
ー
ト

�
�
五
六
七
八
番
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